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２－３　保険料控除申告書の受理と内容の確認

⑴　保険料控除申告書の受理

　年末調整の際には、生命保険料控除や地震保険料控除などの控除を行います。これらの控除は、各人

から提出された「給与所得者の保険料控除申告書」（以下「保険料控除申告書」といいます。）に基づい

て行うことになっていますから、この申告書の用紙をあらかじめ各人に配付しておき、年末調整を行う

時までに提出を受けてください。

⑵　保険料控除額の確認

　控除の対象となる生命保険料や地震保険料、社会保険料、小規模企業共済等掛金について、次のよう

な点に注意して控除額を確認し、正しく控除を行ってください。

◉　生命保険料控除

　生命保険料とは

⑴ 　生命保険料控除の対象となる生命保険料は、一定の生命保険契約等に基づいて支払った保険

料や掛金で所得者本人が支払ったものに限られます。また、その保険料は「一般の生命保険料」、

「介護医療保険料」及び「個人年金保険料」に区分されます。
　　なお、平成２４年１月１日以後に締結した保険契約等に係る保険料（新生命保険料・新個人年

金保険料）と平成２３年１２月３１日以前に締結した保険契約等に係る保険料（旧生命保険料・旧個

人年金保険料）では、生命保険料控除の対象が異なります。

　　おって、生命保険料控除の対象となる保険契約等の詳細については、国税庁ホームページ

（https://www.nta.go.jp）をご確認ください。

（注）　その支払った保険料や掛金が生命保険料控除の対象とされるためには、保険金、共済金その他の給付金
の受取人の全てが所得者本人又は所得者の配偶者や親族（個人年金保険料については親族を除きます。）
となっていることが必要です。

⑵　支払った保険料や掛金の金額については、その保険料の区分ごとにそれぞれ合計額を計算し

ます。

　　新生命保険料を旧生命保険料に含めることや新個人年金保険料を介護医療保険料に含めるこ

となど、支払った保険料の区分を他の区分に振り替えることはできません。

⑶　生命保険契約等に基づき剰余金の分配や割戻金の割戻しを受けているときは、新生命保険料、

旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料又は旧個人年金保険料の金額の各合計額か

らそれぞれの保険料の区分に対応する剰余金や割戻金の金額の合計額を差し引いた残額が控除

の対象となります。

　 〔注意事項〕

１　保険金又は年金の受取人は、所得者本人又は所得者の配偶者や親族（個人年金保険料につい

ては親族を除きます。）だけであるかどうか。

２　本人自身が支払ったものであるかどうか。

　　なお、給与の支払者が負担した保険料の金額で給与として課税されるべきものは、本人自身

が支払ったものとして控除の対象となります。

３　本年中に支払ったものであるかどうか。

　　この場合の支払った金額については、次のように取り扱われます。

　⑴　払込期日が到来した保険料であっても現実に支払っていないものは含まれません。

　⑵　保険料の払込みのない契約を有効に継続させるため、保険会社などが貸付けを行ってその

払込みに充当する処理を行ういわゆる「振替貸付」によって保険料の払込みに充てられた金

額は、支払った保険料に含まれます。

https://www.nta.go.jp
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　⑶　翌年以後に払込期日が到来する保険料を一括して払い込んだいわゆる「前納保険料」につ

いては、次の算式により計算した金額が、本年中に支払った保険料の金額となります。

４　生命保険契約等に基づき剰余金の分配や割戻金の割戻しを受けている場合又は剰余金や割戻

金が保険料の払込みに充てられている場合には、契約保険料などの金額から、これらの剰余金

や割戻金の額が差し引かれているかどうか。

　　この場合、数口の契約があるときは、保険料の区分ごとに、支払った保険料の合計額からそ

の剰余金などの合計額を差し引いた残額が、控除の対象となる新生命保険料、旧生命保険料、

介護医療保険料、新個人年金保険料又は旧個人年金保険料の金額となります。

５　新個人年金保険料を新生命保険料に含めるなど支払った保険料を他の区分の保険料に含めて

控除額の計算をしていないかどうか。

６　個人年金保険契約等で傷害特約、疾病特約等が付されているものの保険料や掛金のうち、その特

約部分の保険料や掛金については、個人年金保険料に含めて控除額の計算をしていないかどうか。

　証明書類

　旧生命保険料にあっては、本年中に支払った一契約の保険料の金額（本年において剰余金の分

配や割戻金の割戻しを受けた場合又は分配を受ける剰余金や割戻しを受ける割戻金をもって生

命保険料の払込みに充てた場合には、その剰余金や割戻金の額を差し引いた残額）が９，０００円を 

超えるものについて、また、旧生命保険料以外の保険料にあっては、金額の多少にかかわらず全

てのものについて、その保険料を支払ったこと等の証明書類又はその証明書類に記載すべき事項

を記録した電子証明書等（注１）に係る電磁的記録印刷書面（注２）を保険料控除申告書に添付して提

出又は提示する必要があります。

　なお、保険料控除申告書に記載すべき事項を電子データにより提供する場合、その保険料控除

申告書に添付すべき証明書類等の提出又は提示に代えて、その証明書類等に記載されるべき事項

が記録された情報で電子証明書等（注１）が付されたものを保険料控除申告書に記載すべき事項と併

せて電子データにより給与の支払者に提供することができます。

（注） １ 　電子証明書等とは、証明書類の発行者（保険会社等）の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を
いいます（２２ページの「地震保険料控除」、２３ページの「社会保険料控除」、２４ページの「小規模企業共済
等掛金控除」及び２６ページの「（特定増改築等）住宅借入金等特別控除」の証明書類においても同様です。）。

 ２ 　電磁的記録印刷書面とは、電子証明書に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元コード
が付された出力書面をいいます（２２ページの「地震保険料控除」、２３ページの「社会保険料控除」、２４ペー
ジの「小規模企業共済等掛金控除」及び２６ページの「（特定増改築等）住宅借入金等特別控除」の証明書
類においても同様です。）。

 　 　なお、控除証明書等データから電磁的記録印刷書面を作成することができるシステムを国税庁ホームペー
ジ（https://www.nta.go.jp）に掲載していますので、ご利用ください。

　この場合の証明書類については、次のように取り扱われます。

⑴　証明書類の交付を請求中などのため、証明書類が確認できない場合でも、翌年１月末日まで
に提出又は提示することを条件として生命保険料の控除をしたところで年末調整を行ってもよ
いことになっています。

⑵　次の保険料については、「あなたが本年中に支払った保険料等の金額」、「保険等の契約者の
氏名」、「保険金等の受取人」などに誤りがないことについて、その勤務先で確認すれば、証明
書類を提出又は提示しなくてもよいことになっています。

①　勤務先を対象とする団体特約に基づいて支払った保険料
②　確定給付企業年金に係る規約又は適格退職年金契約に基づいて支払った保険料

（注）   確認した場合は、保険料控除申告書などに確認した旨を明らかにしておいてください。

前納保険料の総額
前納により割引をされた場
合には、その割引後の金額

× 前納保険料に係る本年中に到来する払込期日の回数
前納保険料に係る払込期日の総回数

https://www.nta.go.jp
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⑶　ここでいう証明書類とは、保険会社や郵便局などが発行した、保険料などの領収書や支払っ

た生命保険料の金額と保険契約者などの氏名を証明するために特に発行した書類をいいます。

　　なお、郵便振替などを利用して支払った生命保険料の証明書類については、保険契約者の氏

名に代えて、保険証券や年金証書の記号と番号が記載されていればよいことになっています。

⑷　月払契約により支払った生命保険料の証明書類には、「本年中に支払った生命保険料の金額」

に代えて、毎月の払込保険料の金額と本年１月から９月までの払込みの状況がわかる事項が記

載されていればよいことになっています。

　生命保険料の控除額の計算

　保険料控除申告書に記載されている生命保険料の控除額が、一般の生命保険料、介護医療保険
料又は個人年金保険料の区分ごとに、それぞれ正しく計算されているかどうかを確かめます。
　生命保険料の控除額は、次の表により計算した一般の生命保険料の控除額（①、②、③のうち
最も大きい金額）、介護医療保険料の控除額及び個人年金保険料の控除額（④、⑤、⑥のうち最
も大きい金額）の合計額となります。
　なお、一般の生命保険料の控除額、介護医療保険料の控除額及び個人年金保険料の控除額の合
計額が１２万円を超える場合には、生命保険料の控除額は最高１２万円が限度となります。

保 険 料 の 区 分 控　除　額

一般の
生命保険料

⑴　支払った新生命保険料について控除の
適用を受ける場合（⑶の場合を除く）

計算式Ⅰに当てはめて計算し
た金額　（①）

⑵　支払った旧生命保険料について控除の
適用を受ける場合（⑶の場合を除く）

計算式Ⅱに当てはめて計算し
た金額　（②）

⑶　支払った新生命保険料及び旧生命保険料
の両方について控除の適用を受ける場合（注１）

上記①及び②の金額の合計額
（最高４万円）　（③）

介護医療保険料
計算式Ⅰに当てはめて計算し
た金額

個人年金
保険料

⑴　支払った新個人年金保険料について控
除の適用を受ける場合（⑶の場合を除く）

計算式Ⅰに当てはめて計算し
た金額　（④）

⑵　支払った旧個人年金保険料について控
除の適用を受ける場合（⑶の場合を除く）

計算式Ⅱに当てはめて計算し
た金額　（⑤）

⑶　支払った新個人年金保険料及び旧個人
年金保険料の両方について控除の適用を
受ける場合（注１）

上記④及び⑤の金額の合計額
（最高４万円）　（⑥）

【計算式Ⅰ（新生命保険料、介護医療保険料又は新個人年金保険料を支払った場合）】

支払った保険料等の金額 控　除　額

２０，０００円以下 支払った保険料等の金額の全額

２０，００１円から４０，０００円まで （ 支払った保険料等
の金額の合計額 ）×１

２＋１０，０００円

４０，００１円から８０，０００円まで （ 支払った保険料等
の金額の合計額 ）×１

４＋２０，０００円

８０，００１円以上 一律に４０，０００円
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【計算式Ⅱ（旧生命保険料又は旧個人年金保険料を支払った場合）】

支払った保険料等の金額 控　除　額

２５，０００円以下 支払った保険料等の金額の全額

２５，００１円から５０，０００円まで （ 支払った保険料等
の金額の合計額 ）×１

２＋１２，５００円

５０，００１円から１００，０００円まで （ 支払った保険料等
の金額の合計額 ）×１

４＋２５，０００円

１００，００１円以上 一律に５０，０００円

（注）１ 　支払った旧生命保険料又は旧個人年金保険料の金額が６万円を超える場合には、③又は⑥の金額
よりも②又は⑤の金額の方が大きくなりますので、②又は⑤の金額が控除額となります。

　　２　控除額の計算において算出した金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

◉　地震保険料控除

　地震保険料とは

⑴　地震保険料控除の対象となる地震保険料は、所得者本人又は本人と生計を一にする親族が所

有している家屋・家財のうち一定のものを保険や共済の目的とし、かつ地震等損害によりこれ

らの資産について生じた損失の額を塡補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に

基づく地震等損害部分の保険料や掛金で所得者本人が支払ったものに限られます。

　　なお、地震保険料控除の対象となる保険契約等の詳細については、国税庁ホームページ（https://

www.nta.go.jp）をご確認ください。

⑵　剰余金の分配や割戻金の割戻しを受けたり、その剰余金や割戻金を保険料の払込みに充てた

りした場合には、その年中に支払った保険料の合計額からその支払を受けたり払込みに充てた

りした剰余金や割戻金の合計額を差し引いた残額が控除の対象となります。

⑶　平成１８年１２月３１日までに締結した長期損害保険契約等（以下「旧長期損害保険契約」といい

ます。）に係る保険料又は掛金（以下「旧長期損害保険料」といいます。）を支払った場合には、

これら旧長期損害保険料のうち一定の金額については、地震保険料控除の対象となる金額に含

めることができます。

（注）  　「長期損害保険契約等」とは、平成１８年度の税制改正前の所得税法第７７条第１項に規定する損害保険契
約等のうち、次の全てに該当するものをいいます（保険期間又は共済期間の始期が平成１９年１月１日以後
であるものを除きます。）。
①　保険期間又は共済期間の満期後に満期返戻金を支払う旨の特約のある契約等でこれらの期間が１０年以

上であること
②　平成１９年１月１日以後にその損害保険契約等の変更をしていないものであること

⑷　この地震保険料控除は、本人から提出された保険料控除申告書に基づいて控除することに

なっています。

　 〔注意事項〕

１　保険の目的

　家屋や家財を保険又は共済の目的とする損害保険契約等は、所得者本人又は本人と生計を一

にする親族が所有して常時居住している家屋や、これらの人の所有している生活に通常必要な

家財を保険の目的としているものであるかどうか。

２　保険料の支払内容等

⑴　本人自身が支払ったものであるかどうか。

https://www.nta.go.jp
https://www.nta.go.jp
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　　　給与の支払者が負担した地震保険料の金額で給与として課税されるべきものは、本人自身

　　が支払ったものとして控除の対象になります。

⑵　本年中に支払ったものであるかどうか。

　　いわゆる「振替貸付」により保険料の払込みに充てられた金額や、いわゆる「前納保険料」

があるときは、生命保険料の場合と同様に取り扱われますので１９ページを参照してください。

⑶　剰余金の分配や割戻金の割戻しを受けている場合又は剰余金や割戻金が地震保険料の払込

みに充てられている場合には、契約保険料の金額からこれらの剰余金や割戻金の額が差し引

かれているかどうか。

　証明書類

　保険料の金額の多少に関係なく、その保険料を支払ったこと等の証明書類又はその証明書類に

記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を保険料控除申告書に添付し

て提出又は提示する必要があります。

　証明書類の交付を請求中などのため、証明書類が確認できない場合でも、翌年１月末日までに

提出又は提示することを条件として地震保険料の控除をしたところで年末調整を行ってもよいこ

とになっています。

　なお、証明書類の電子データによる提供や証明書類として使用される書面の内容などについて

は、生命保険料の場合と同じですから、１９・２０ページを参照してください。

　地震保険料の控除額の計算

　保険料控除申告書に記載されている地震保険料の控除額が、次により正しく計算されているか

どうかを確かめます。

支払った保険料等の区分 支払った保険料等の金額 地震保険料の控除額

①

地震保険料等に係る契約の

全てが地震等損害により保

険金や共済金が支払われる

損害保険契約等に該当する

ものである場合

― ―
その年中に支払った地震保険料の

金額の合計額（最高５万円）

②

地震保険料等に係る契約の

全てが旧長期損害保険契約

に該当するものである場合

旧長期損害保険

料の金額の合計

額

１０，０００円以下 その合計額

１０，０００円超

２０，０００円以下 （支払った保険料等
の金額の合計額 ）×１

２＋５，０００円

２０，０００円超 一律に１５，０００円

③ ①と②がある場合

①、②それぞれ

計算した金額の

合計額

５０，０００円以下 その合計額

５０，０００円超 一律に５万円

（注）１　ここでいう地震保険料等とは、地震保険料控除の対象となる地震保険料及び旧長期損害保険料をいいま

す。
　　２　一つの契約等が、地震等損害により保険金や共済金が支払われるものと旧長期損害保険契約のいずれの

契約区分にも該当する場合には、いずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして、地震保険料控除の
控除額を計算します。

　　３　地震保険料の控除額の計算において算出した金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り上げ
ます。
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◉　社会保険料控除

　社会保険料とは

⑴　社会保険料控除の対象となる社会保険料は、所得者本人又は本人と生計を一にする親族の負

担すべき社会保険料で、所得者本人が支払ったものに限られます。

　　なお、社会保険料控除の対象となる社会保険料の詳細については、国税庁ホームページ

（https://www.nta.go.jp）をご確認ください。

⑵　社会保険料には、次の①と②があり、その全額が控除されます。このうち、②について 

は、本人から提出された保険料控除申告書の金額に基づいて控除することになります。

①　健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの保険料や掛金のように毎月の給与から差し引か

れているもの

②　国民健康保険や国民年金などの保険料や保険税、掛金のように本人が直接支払っているもの
（注）   介護保険の保険料については、年齢４０歳から６４歳までの人は健康保険や国民健康保険の保険料に介護 

保険料相当額が含まれており、年齢６５歳以上の人は原則として公的年金等から介護保険料が特別徴収され
ることになっています。

⑶　本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を本人自身が支払った場

合には、その支払った金額は、本人の社会保険料として控除できます。

（注）　後期高齢者医療制度の保険料について、本人と生計を一にする親族が負担すべき保険料を本人が口座振
替により支払った場合には、口座振替によりその保険料を支払った本人の社会保険料として控除できます。

　　　なお、年金から特別徴収された介護保険の保険料及び後期高齢者医療制度の保険料については、その保
険料を支払ったのは年金の受給者自身となるため、その年金の受給者の社会保険料として控除できます。

　証明書類

　国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金（以下「保険料等」といいます。）で本人が直接支払っ

たものについては、支払った保険料等の多少に関係なく、その保険料等を支払ったことの証明書

類を保険料控除申告書に添付して提出又は提示する必要があります。

　証明書類の交付を請求中などのため、証明書類が確認できない場合でも、翌年１月末日までに

提出又は提示することを条件として社会保険料の控除をしたところで年末調整を行ってもよいこ

とになっています。

　ここでいう証明書類とは、厚生労働省又は各国民年金基金が発行した保険料等の領収書や証明

書などをいいます。

（注）   国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金については、保険料等を支払ったことを証明する書類が必要で

すが、それ以外の保険料等については必要はありません。

　　　なお、令和４年１０月以降の年末調整では、証明書類の範囲に、その証明書類に記載すべき事項を記録し

た電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面が加えられることになりました。また、保険料控除申告書に記載

すべき事項を電子データにより提供する場合、その保険料控除申告書に添付すべき証明書類等の提出又は提

示に代えて、その証明書類等に記載されるべき事項が記録された情報で電子証明書等が付されたものを保険

　　料控除申告書に記載すべき事項と併せて電子データにより給与の支払者に提供できるようになりました（２４

ページの「小規模企業共済等掛金控除」の証明書類においても同様です。）。

　毎月の給与から差し引かれた社会保険料等の集計

⑴　本年中に給与から差し引かれた社会保険料等の総額を集計します。この集計は、給与の総額

等を集計するとき（３２ページ参照）に併せて行っても差し支えありません。

⑵　この集計に当たっては、本年中に他から転職してきた人については、その人が前の勤務先に

扶養控除等（異動）申告書を提出して支払を受けた給与から差し引かれた社会保険料等も含め

て集計してください（その人が転職前の勤務先から交付を受けた本年分の「給与所得の源泉徴

収票」などにより確認してください。）。

⑶　給与の支払者が負担した社会保険料等の金額で給与として課税されるべきものは、本人自身

https://www.nta.go.jp
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　が支払ったものとして控除の対象となりますので、これも集計に含めます。

（注）   特定の小規模企業共済等掛金は毎月の給与から社会保険料と併せて控除されますので、源泉徴収簿では、 

これらの金額を合計して記入するよう「社会保険料等」としています。

　 〔注意事項〕

　本人が本年中に支払ったものだけが控除の対象とされますので、納付期日が到来して本年中に

支払うべき保険料であっても現実に支払っていないものは含まれません。

　また、翌年以後に納付期日が到来する保険料を一括して支払ったいわゆる「前納保険料」につ

いては、次の算式により計算した金額が本年中に支払った社会保険料となります（各年分に相当

する額を各年において控除する方法）。

前納保険料の総額
前納により割引をされた場
合には、その割引後の金額

× 前納保険料に係る本年中に到来する納付期日の回数
前納保険料に係る納付期日の総回数

　ただし、前納の期間が１年以内のもの及び法令に一定期間の社会保険料等を前納することがで

きる旨の規定がある場合における当該規定に基づき前納したものについては、本人がその前納保

険料の全額を保険料控除申告書に記入して申告した場合には、その全額を本年の年末調整の際に

控除しても差し支えありません（納めた年に全額控除する方法）。

※　２年前納された国民年金保険料について、各年分の保険料に相当する額を各年において控除

する方法を選択される場合は、各年分に対応する社会保険料控除証明書を本人自らが年分ごと

に切り取り、保険料控除申告書に添付して給与の支払者へ提出又は提示することとなっていま

す。

◉　小規模企業共済等掛金控除

　小規模企業共済等掛金とは

⑴　小規模企業共済等掛金とは、次に掲げるものをいいます。

①　独立行政法人中小企業基盤整備機構と契約した共済契約（旧第２種共済契約を除きます。）

に基づいて支払った掛金

②　確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金（iDeCo の掛

金など）

③　地方公共団体が条例の規定により実施するいわゆる心身障害者扶養共済制度で一定の要件

を備えているものに基づいて支払った掛金

（注）　掛金を前納したことにより前納減額金の支払を受けているときは、支払った掛金の額からその前納減額

　　金を差し引いた残額が控除の対象となります。

⑵　この小規模企業共済等掛金には、①毎月の給与から差し引かれるものと②本人が直接支払っ

ているものなどがあり、その全額が控除されます。このうち、②の本人が直接支払ったものに

ついては、本人から提出された保険料控除申告書の金額に基づいて控除することになっていま

す。

　証明書類

　上記⑵ ①の毎月の給与から差し引かれる小規模企業共済等掛金については、掛金を支払ったこ

とを証明する書類は必要ありませんが、②の本人が直接支払ったものについては、支払った掛金

の金額の多少に関係なく、その掛金を支払ったことの証明書類を保険料控除申告書に添付して提

出又は提示する必要があります。
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　 〔注意事項〕

１　本人が直接掛金を支払っている場合、保険料控除申告書に、その掛金を支払ったことの証明

書類を添付して提出又は提示されているかどうか。

２　本人が本年中に支払ったものだけを控除の対象としているかどうか。未払のものや前払した

ものが含まれていないかどうか。

　　この場合、翌年以後に納付期日の到来する掛金を一括して支払ったいわゆる「前納掛金」に

ついては、社会保険料を前納した場合と同様に取り扱われますので、社会保険料控除の〔注意

事項〕（２４ページ）を参照してください。

３　前納減額金の支払を受けている場合には、支払った掛金の額からその前納減額金が差し引か

れているかどうか。

４　毎月の給与から差し引かれた小規模企業共済等掛金は社会保険料とともに本年中に差し引か

れた金額を集計する必要があります（２３ページの「毎月の給与から差し引かれた社会保険料等

の集計」を参照してください。）。

⑶　保険料控除額の源泉徴収簿への記入

　保険料控除申告書の内容について確認を終えた後、その申告書の記載に基づいて、各人の源泉徴収簿

の該当欄に社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金の控除額、生命保険料の控除額及び地震保険料の

控除額をそれぞれ記入します。また、「旧長期損害保険料」の支払がある人については、その支払額を

源泉徴収簿の「旧長期損害保険料支払額」欄に記入します（４２ページの記入例参照）。

　なお、源泉徴収簿で集計した本年中の給与から差し引かれた社会保険料等の合計額も、該当欄に転記

します（４２ページの記入例参照）。


